
◆下記の様式・資料等は、ホームページよりダウンドードして下さい。http://www.negplan.com/subsidy.html

・グループルール,各種マニュアル
・事業者番号（施工事業者）
・構成員名簿（施工事業者以外）
・各種交付申請書
・各種実績報告書

グリーン化事業 補助金枠などの
情報を随時ご案内しています。

下
へ

下
へ こちらから交付申請書や実績報告書の

様式をダウンロードして下さい。



↑ ↑ ↑

1 1

HRN10
長方形

HRN10
テキストボックス
↑忘れる方が多いです。必ずインデックスを貼付して下さい。

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示



★チェックシートを⾒ながら実績報告書の作成をお願いします。
チェックシートはNo.1〜No.8まであります。
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 対象物件の条件★

■高度省エネ型、ゼロ・エネルギー住宅型（共通）
燃費の明示

※（推奨燃費計算ソフト）エネルギーパス、住まいの燃費通信簿など
燃費計算結果を実績報告時に事務局に提出する。

エネルギーパス
住まいの燃費通信簿

★燃費を明示する例★

★

高度省エネ型 ゼロ・エネルギー住宅型
★・・・グループルール

8

HRN10
ハイライト表示

HRN10
長方形

HRN10
テキストボックス
←ご提出下さい。
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 対象物件の条件★

■維持保全計画の実施
維持保全計画書を作成し、計画書に基づいた点検を実施する

※実績報告時に、事務局に維持管理計画書又は、メンテナンススケジュールを提出する。

メンテナンススケジュール(参考様式）

維持保全計画書

12

長寿命型
高度省エネ型

ゼロ・エネルギー住宅型

★・・・グループルール

HRN10
ハイライト表示

HRN10
長方形

HRN10
テキストボックス
↑ご提出下さい。



HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示
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HRN10
ハイライト表示

HRN10
テキストボックス
売買契約の場合のみ
提出して下さい。

HRN10
ハイライト表示



( )

HRN10
テキストボックス
※令和２年度より、内観の写真は不要になりました。
※屋根～地面全体が写っている写真でお願いします。
（屋根が切れて写っている写真はNGです。）

HRN10
長方形



HRN10
ハイライト表示



( )

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示



0

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示



HRN10
テキストボックス
原本提出

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示



HRN10
テキストボックス
原本提出

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示



HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示
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HRN10
テキストボックス
＜要注意＞構成員ではない事業者から供給した木材は、地域材に計上する事はできません。
必ず、当グループの構成員になっているかご確認をお願いします。（http://www.negplan.com/subsidy.html　からご確認いただけます）

HRN10
ハイライト表示

HRN10
テキストボックス
【注意】
当グループの地域材使用割合は　
50％以上となります。

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
ハイライト表示

HRN10
テキストボックス
地域材加算の利用有無にかかわらず【木拾表】はご提出下さい。



指定書式_工事内容確認書(高度省エネ型)

※連名の場合は併記、法人の場合は「名称、代表者の役職及び代表者名」を記入し、

(注意事項）

事業者番号 9 9 9 9 9グループ番号 0 7 7 7

建築士による 認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅 に関する工事内容確認書

確認した日 令和 2 年 ◎ 月 △ 日

号 氏名 床下　伝二 印

１.行政への工事完了報告書の提出の確認

　完了実績報告に係る下記住宅の整備内容について、認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の認定を受けた計
画からの変更の有無を確認し、上記日付において、認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅の認定を受けた計画
（変更に関する手続きの結果を含む）に従って住宅の建築工事が行われたことを現地確認し、工事が完了したことを証
明する。

資格 一級 建築士 （ 大臣 ）登録 第 0000000

２.証明する住宅

建 設 地 の
地 名 地 番 ●●

都道

府県
〇◎市　△△町　□□□-◇◇◇

建 築 主 ・ 買 主 ※ □□　〇〇太郎

□ 　提出は不要　(行政確認済) ■
　行政の受付印無し

( 行政確認済)
→　提出した工事完了報告書の控えを提出

提出不要 又は 行政の受付印無しであることの確認先 ●●県庁　建築指導課　△□　様

◇ ◎

  　売買契約による住宅の場合は買主名と物件名（○○○△号棟）を併記して記入すること。

３.証明する建築士が確認した変更の内容

□ 認定を受けた計画から変更無し

認 定 低 炭 素 住 宅 ・

性 能 向 上 住 宅 建 築 等

計 画 の認 定 を受け た者
□□　〇〇太郎

認 定 低 炭 素 住 宅 ・
性 能 向 上住 宅建 築等
計 画 の 認 定 番 号

R2低認〇〇000◆◆号

認 定 低 炭 素 住 宅 ・
性 能 向 上住 宅建 築等

計 画 の 認 定 年 月 日
令和 年 月 日2

□ 変更に関する認定の取得無し □ 変更に関する認定の取得有り

■ ② 所管行政庁への変更に関する手続き不要

■ 認定を受けた計画から変更有り  (①か②の何れかに記入してください）

□ ① 所管行政庁への変更に関する手続き済み

手続き不要であることの確認先

●●県庁　建築指導課　△□　様

工事内容確認書を作成するにあたり、故意又は重大な過失による虚偽の記入・証明、未確認での記入・証明などの行為があった

ことが判明した場合には、建築士法第１０条の規定に基づく懲戒処分の対象となることがあります。

様式７と同様のグループ番号・事業者

番号を記入してください。

印

工事内容確認の証明

を行う建築士の資格

情報等の記入、押印

をしてください。

※交付申請時に三世

代同居対応住宅の要

件の確認を行った同

じ建築士であれば、

建築士の免許証の提

出は不要です。

様式8の事業完了以前の日付で、現地確認し

た日付を記入してください。

取得した認定通知

書等の書類を確認

し、記入してくだ

さい。

工事完了報告書に行政の

受付印がない場合、

受付印のない工事完了報

告書の写しと併せて、工

事内容確認書の原本を提

出してください。

提出不要又は行政の受付

印無しの確認をした行政

の確認先を必ず記入して

ください。

※行政が受付印の対応を

していて、提出された書

類に受付印がない場合は、

再度、行政へ対応頂く必

要がありますのでご注意

ください。

変更がある場合は、

①か②の何れかに必ず

記入をしてください。

(関連する書類の提出も

必要です)

注意事項を必ずご確認ください。

下記の何れかに該当する場合、この書類の原本の提出が必要です。

◎所管行政庁へ工事完了報告書の提出の義務がない場合

◎工事完了報告書の提出の義務があり、かつ、

所管行政庁が工事完了報告書に受付印を押印する対応をしていない場合

原本提出

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること 令和２年度 地域型住宅グリーン化事業（高度省エネ型）




